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即
ち
、
各
自
治
体
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
任
意
設
置
さ
れ
た
関
係
上
、
勢
い
消
防
力
並
び
に
通
信
、
水
利
そ
の
他
諸
施
設
と
も

個
々
独
立
分
散
し
、
出
火
の
際
必
要
ポ
ン
プ
車
の
早
急
出
場
が
で
き
ず
、
且
つ
、
火
災
現
場
に
お
け
る
相
互
応
援
指
揮
連
絡

の
統
制
を
欠
く
実
情
で
あ
る
。
近
来
各
地
に
大
火
災
発
生
の
情
勢
に
あ
る
の
は
、
か
か
る
欠
陷
が
そ
の
主
な
原
因
と
思
わ
れ

る
。 特

に
、
三
多
摩
地
区
に
お
い
て
は
、
消
防
の
対
象
物
件
も
国
有
並
び
に
都
有
建
物
極
め
て
多
く
、
且
つ
連
合
軍
関
係
建
物

及
び
賠
償
施
設
物
件
等
、
国
家
的
重
要
警
備
対
象
物
が
多
数
あ
る
現
下
の
諸
情
勢
の
見
地
よ
り
、
こ
れ
を
一
市
町
村
機
関
の

み
に
任
す
こ
と
は
不
合
理
で
あ
り
、
更
に
本
年
六
月
三
多
摩
を
包
含
す
る
首
都
建
設
法
が
制
定
さ
れ
、
首
都
は
單
に
特
別
区
に

限
ら
ず
、
三
多
摩
を
包
含
す
る
以
上
、
消
防
施
設
は
自
治
体
の
本
質
よ
り
、
特
別
区
及
び
三
多
摩
の
区
別
な
く
、
一
本
に
統 

消
防
組
織
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
自
治
体
消
防
と
し
て
現
在
に
至
つ
た
が
、
東
京
都
の
う
ち
、
三
多
摩
地
区
の
状
況
は
、

市
町
村
消
防
力
の
強
化
は
も
ち
ろ
ん
、
火
災
予
防
並
び
に
警
防
の
万
全
を
期
し
え
な
い
傾
向
に
あ
る
。 
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四 
一
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
が
如
何
。 

右
質
問
す
る
。 


